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宇美町共働事業提案制度町民活動団体型共働事業実施フロー

周知・広報

•まちづくり課：広報誌・ホームページ等の媒体を活用した周知活動
•まちづくり課：共働事業提案制度に関する説明会

提案

•提案団体：まちづくり課・事業実施担当課との事前協議
•提案団体：共働事業提案書等の作成・まちづくり課への提出

審査

•まちづくり課：提案団体による公開プレゼンテーション
•まちづくり課：判定委員会による審査後、結果通知

事業実施

•実施団体・事業実施担当課：実施団体と事業実施担当課との連携・
共働のもと、事業実施

報告

•実施団体：共働事業実施報告書等の作成・まちづくり課への提出
•まちづくり課：提案団体による共働事業報告会

次年度へ

•まちづくり課・事業実施担当課：（継続して事業を実施する場合）
実施団体への助言及び指導等

•実施団体：（継続して事業を実施する場合）次年度の提案に向けて、
事業の成果や課題等を整理


